
小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

制定 平成28年 8月23日           

最終改正 令和 4年 9月30日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、小樽市が行う介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業（以下「小樽市総合事業」という。）の実施に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護

保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）、介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）、介護予防・日常生活支

援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９

６号）及び地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労

働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙）の例による。 

 

 （事業の目的） 

第３条 小樽市総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主

体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを

推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的、かつ、効率的な支援等を可能とするこ

とを目的とする。 

 

 （事業の内容） 

第４条 市長は、小樽市総合事業として、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

  ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

(ｱ) 訪問介護相当サービス 

法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち、地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号。）第５条による改正前の法（以下「旧法」という。）

第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。 

(ｲ) 共生型訪問介護相当サービス 

    都道府県知事が指定する次の①又は②に該当する事業者（以下「指定居宅介護等

事業者」という。）により行われるにより行われる第１号訪問事業のうち、小樽

市介護予防・日常生活総合事業の第１号事業の人員等に関する基準を定める要綱

第２章第５節に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。ただ

し、指定居宅介護等事業者が(ｧ)の訪問介護相当サービスについて、法第１１５



条の４５の３第１項の指定を受け又は受けようとする場合を除く。 

① 指定居宅介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下「指定障害福祉サービス等基

準」という。）第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者をいう。） 

② 重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。）

（以下「障害者総合支援法」という。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総

合支援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。）の事業を行

う者 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

(ｱ) 通所介護相当サービス 

法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち、旧法第８

条の２第７項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。 

(ｲ) 共生型通所介護相当サービス 

都道府県知事が指定する次の①から⑤までのいずれかの事業者（以下、「指定生

活介護等事業者」という。）により行われる第１号通所事業のうち、小樽市介護

予防・日常生活総合事業の第１号事業の人員等に関する基準を定める要綱第３章

第５節に規定する基準によりサービスの提供が行われるものをいう。ただし、指

定生活介護等事業者が(ｧ)の通所介護相当サービスについて、法第１１５条の４５

の３第１項の指定を受け又は受けようとする場合を除く。 

① 指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する

指定生活介護事業者をいう。） 

② 指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第

１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。） 

③ 指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第

１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。） 

④ 指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所

支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者（主とし

て重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる事業所において、指定児

童発達支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）を

提供するものを除く。）をいう。） 

⑤ 指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定す

る放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業

所において、指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。）を提供する事業者を除く。） 

ウ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

事業の内容については小樽市地域包括支援センター運営事業実施要綱及び要領に定



める。 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防普及啓発事業 

事業の内容については小樽市介護予防普及啓発事業実施要綱及び小樽市認知症予防

教室実施要綱に定める。 

イ 地域介護予防活動支援事業 

事業の内容については小樽市地域版介護予防教室実施要綱、小樽市地域住民グルー

プ支援事業実施要綱、小樽市介護予防サポーター養成講座実施要綱及び小樽市委託

型介護予防事業（シニアからだづくり教室）実施要綱に定める。 

ウ 一般介護予防事業評価事業 

２ 前項に掲げる訪問型サービス及び通所型サービスは、法人である法第１１５条の４５

の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業者」という。）により実施する。ま

た介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターにより実施する。 

 

（事業の対象者） 

第５条 前条第１項第1号に掲げる事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被保険者 

⑵ 省令第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２

７年厚生労働省告示第１９７号）に掲げる様式第１（基本チェックリスト）の記入内

容が同基準様式第２に掲げるいずれかの基準に該当した者（以下「事業対象者」とい

う。） 

 

 （利用の手続） 

第６条 第４条第１項第１号ア又はイに掲げる事業を利用しようとする者は、介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書（様式第１号）に被保険者証を添付して市長に届け出

なければならない。なお、要支援認定者は、小樽市介護保険条例施行規則（平成１２年小

樽市規則第６２号。以下「規則」という。）第１４条に規定する居宅・介護予防サービス

計画作成依頼（変更）届出書による届出をもって、上記届出があったものとみなす。 

 

 （介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額） 

第７条 省令第１４０条の６３の２第１項第１号イの規定により小樽市が定める第１号訪

問事業又は第１号通所事業に要する費用の額は、別表に掲げる１単位の単価に別添１に

掲げる単位数を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

３ 省令第１４０条の６３の２第１項第１号ロの規定により小樽市が定める第１号介護予

防支援事業に要する費用の額は、別表に掲げる１単位の単価に別添１に掲げる単位数を

乗じて算定するものとする。 

 

（第１号訪問事業又は第１号通所事業に要する費用の支給） 



第８条 市長は、前条の規定により算定された第１号訪問事業又は第１号通所事業に要す

る費用の額の１００分の９０に相当する額を指定事業者に支払うものとする。 

２ 第１号訪問事業又は第１号通所事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の

２第１項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する

政令で定める額以上である場合（次項に規定する場合を除く）において、前項の規定を適

用する場合においては、同項の規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」

とする。 

３ 第１号訪問事業又は第１号通所事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の

２第２項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する

政令で定める額以上である場合において、第１項の規定を適用する場合においては、同項

の規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 

（第１号介護予防支援事業に要する費用の額） 

第８条の２ 市長は、第７条第３項の規定により算定された第１号介護予防支援事業に要

する費用の額の１００分の１００に相当する額を地域包括支援センターに支払うものと

する。 

 

（介護予防・生活支援サービス事業の利用者負担） 

第８条の３ 第８条第１項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号

訪問事業又は第１号通所事業に要する費用の１００分の１０に相当する額とする。 

２ 第８条第２項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号訪問事業

又は第１号通所事業に要する費用の１００分の２０に相当する額とする。 

３ 第８条第３項の場合の利用者負担は、第７条の規定により算定された第１号訪問事業

又は第１号通所事業に要する費用の１００分の３０に相当する額とする。 

４ 前条の場合の利用者負担は、ないものとする。 

 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第９条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第１１５条の

４５の３第６項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。 

 

 （支給限度額） 

第１０条 第８条の規定により支払う額の限度額は、法第５５条第１項の規定の例による

ものとする。 

２ 前項の規定を第５条第２号に規定する事業対象者に適用する場合において、介護予防

サービス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、居宅介護サービス費等区分支給

限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３

３号）（以下「支給限度基準額告示」という。）第２号イに規定する単位数とする。 

  ただし、当該単位数を超えてサービスを受けることによって、事業対象者の自立支援

につながる状態であると市長が認めた場合は、支給限度基準額告示第２号ロに規定する

単位数とすることができる。 



３ 居宅要支援被保険者が、第１号訪問事業又は第１号通所事業及び介護予防サービス等

（介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。）を利用する

ときは、第１号訪問事業又は第１号通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額

の合計額は、第１項の限度額を超えることができない。 

 

 （高額介護予防サービス費等相当事業） 

第１１条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス

費相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、

法第６１条及び法第６１条の２に定める規定を準用する。 

 

 （償還給付等の手続） 

第１２条 法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事業支給費に係る償還給付及

び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続については、規則第２４条

及び規則第２４条の２の保険給付に関する規定を準用する。 

２ 申請及び支給決定等に係る様式は、規則第２４条及び規則第２４条の２に定める保険

給付に係る様式を用いるものとする。 

 

 （指定等の申請等） 

第１３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定による申請は、小樽市介護予防・日常生

活支援総合事業第１号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)指定・更新申請書（様

式第２号）により、原則、事業開始予定日の１月前までに行うものとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第１１５条の４５の５第２項の規定

及び小樽市介護予防・日常生活総合事業の第１号事業の人員等に関する基準を定める要

綱（以下「基準要綱」という。）に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定

したときは当該申請をした者に対し、事業者指定通知書（様式第３号）により通知する

ものとする。 

３ 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所

に標示するものとする。 

４ 当該事業者を指定することにより、小樽市介護保険計画に規定する地域支援事業に係

る計画量を超過する場合、又は地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生

じる場合においては、第２項の指定を行わないことができる。 

５ 指定事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77

号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団関係事

業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同法同条第２号に規定する暴力

団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)(以下これらを「暴力団員等」と

いう。)であってはならない。 

６ 指定事業者は、その事業の運営に当たって、暴力団員等を排除するために必要な措置

を講じなければならない。 

 



 （指定事業者の指定の更新の申請） 

第１４条 指定事業者の指定の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げ

る者からの申請により行う。 

(1) 訪問型サービス 

    前条の規定による指定事業者 

(2) 通所型サービス 

    前条の規定による指定事業者 

２ 法第１１５条の４５の６第１項の規定による申請は、小樽市介護予防・日常生活支援

総合事業第１号事業者（訪問型サービス・通所型サービス）指定・更新申請書（様式第

２号）により行うものとする。 

３ 前条第２項から第6項までの規定は、指定の更新について準用する。 

 

 （指定の基準） 

第１５条 指定事業者は、基準要綱に掲げる基準に従い、訪問型サービス及び通所型サー

ビスの事業を行うものとする。 

 

 （指定の有効期間） 

第１６条 省令第１４０条の６３の７の規定により市が定める期間（以下、「有効期間」

という。）は、原則６年とする。ただし、これにより難い場合、地域の実情に応じ検討

し、別途その期間を定める。 

   

 （変更の届出等） 

第１７条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更届出書（様式第４

号）を１０日以内に市長に提出しなければならない。 

２ 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃

止・休止・再開届出書（様式第５号）をその廃止、休止の日の１月前まで、又は再開の

日から１０日以内に市長に提出しなければならない。 

３ 指定事業者は、前項の規定よる総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届

出の日の１月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事

業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望するものに対

し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の訪問型サービス又は通所型サー

ビスを行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなら

ない。 

 

 （事業者情報の提供） 

第１８条 市長は、第１３条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたとき

は、介護保険サービス事業者管理台帳システム（以下「台帳システム」という。）を運

用する地方公共団体に対し、台帳システムの入力及び、指定事業者が国民健康保険団体

連合会へ費用を請求するために必要な様式第１号から様式第５号までの項目及びその他

必要な情報について提供するものとする。 



 

（指導及び監査） 

第１９条 市長は、小樽市総合事業の適切、かつ、有効な実施のため小樽市総合事業を実

施する者に対して、指導、調査及び監査を行うものとする。 

２ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を実施する者に対する指導及び調査

は、法第２３条の規定を準用するとともに、小樽市指定地域密着型サービス事業者等運

営指導実施要綱の規定に基づき行うものとする。 

３ 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を実施する者に対する監査は、法第

１１５条の４５の７及び小樽市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱の規定に基づ

き行うものとする。  

 

（不正利得の返還等） 

第２０条 市長は、偽りその他不正な行為により、指定事業者が法第１１５条の４５の３

第２項に規定する第１号事業支給費の支払を受けたときは、法第２２条第３項の規定を

準用し、当該支給費の全額又は一部の返還を求めることができる。 

２ 市長は、不正利得の返還を求めるときは、その返還させる額に１００分の４０を乗じ

て得た額を支払わせることができる。 

 

 （補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、小樽市総合事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年８月２３日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の

必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱中、別添１に追加された「平成３０年度介護報酬改定前の」については、平成３

０年７月３０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。次の各号に掲げる規定等

は当該各号に定める日から施行し、それまでの間については、なお従前の例による。 

 



（１） 第２条、第４条、第５条、第７条第３項、第８条第２項及び第３項、第８条の２、

第８条の３、第１２条第２項、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、第１７

条、第１８条、第１９条第２項及び第３項、第２０条、別表の規定 平成３０年８

月１日 

（２） 別添１（「平成３０年度介護報酬改定前の」の文言を除く）の規定、様式２、様式

３、様式４ 平成３０年１０月１日 

 

  附 則 

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１日から施行する。  

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、指定事業所の指定の更新その他

の必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 （新型コロナウイルス感染症への対応） 

２ 令和３年９月３０日までの間は、別添１の訪問型サービス費の⑴のイからハ及び⑵の

イからリ、通所型サービス費の⑴のイからハ及び⑵のイからリ並びに介護予防ケアマネ

ジメント費の⑴について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定

する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。  

 

  附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、指定事業者の指定の更新その他の

必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。 

 

別表（第７条関係） 

サービス種類 １単位の単価 

訪問型サービス 厚生労働省大臣が定める１単位の単価（平成３０年厚生

労働省告示第７８号。以下「単価告示」という。）の規

定により１０円に小樽市の地域区分における訪問介護の

割合を乗じて得た額とする。 

通所型サービス 単価告示の規定により１０円に小樽市の地域区分におけ

る通所介護の割合を乗じて得た額とする。 

介護予防ケアマネジ

メント 

単価告示の規定により１０円に小樽市の地域区分におけ

る通所介護の割合を乗じて得た額とする。 



別添１ 

訪問型サービス費及び通所型サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するもの

とする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げるほかは、地域支援事業実施要綱

（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号）、介護保険法施行規則第１４０条の６３の

２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号）

及び同基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月１９日老認発０３１９

第３号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労

働省告示第１２７号）並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００１

号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚生労働省老健局計画・振興・

老人保健課長連名通知）に準ずるものとする。 

 

１ 訪問型サービス費 

 ⑴ 訪問介護相当サービス費 

イ 訪問型サービス費Ⅰ １，１７６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 訪問型サービス費Ⅱ ２，３４９単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 訪問型サービス費Ⅲ ３，７２７単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

⑵ 共生型訪問介護相当サービス費 

イ （共生型）訪問型サービス費Ⅰ １，１７６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者におい

て、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研

修修了者、旧訪問介護員１級課程又は旧２級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修

課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)が訪問介護相当サービスを提供する場

合 

ロ （共生型）訪問型サービス費Ⅰ ８２３単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者におい

て、障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。な

お、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による

改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第１項に規定する

３級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、実務経

験を有する者(平成18年３月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居

宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県

知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをい

う。)及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業

者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に



相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行

った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者（以下「旧外出介

護研修修了者」という。）を含む。)が訪問介護相当サービスを提供する場合 

ハ （共生型）訪問型サービス費Ⅰ １，０９４単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者におい

て、重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)が訪

問介護相当サービスを提供する場合(早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的

に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限る。)又は障害者総合

支援法第５条第３項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス（同法第２

９条第1項に規定する指定障害福祉サービス）の事業を行う者（以下「指定重度訪問

介護事業所」という。）が訪問介護相当サービスを提供する場合 

二 （共生型）訪問型サービス費Ⅱ ２，３４９単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

※ （２）のイと同様。 

ホ （共生型）訪問型サービス費Ⅱ １，６４４単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

※ （２）のロと同様。 

ヘ （共生型）訪問型サービス費Ⅱ ２，１８５単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

※ （２）のハと同様。 

ト （共生型）訪問型サービス費Ⅲ ３，７２７単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

※ （２）のイと同様。 

チ （共生型）訪問型サービス費Ⅲ ２，６０９単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

※ （２）のロと同様。 

リ （共生型）訪問型サービス費Ⅲ ３，４６６単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

※ （２）のハと同様。 

⑶ 初回加算 ２００単位（１月につき） 

⑷ 生活機能向上連携加算  

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）１００単位（１月につき） 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）２００単位（１月につき） 

⑸ 介護職員処遇改善加算 

 イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×１３７／１０００ 

 ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×１００／１０００ 

 ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋所定単位×５５／１０００ 

 ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋⑸ハの９０／１００ 

 ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）＋⑸ハの８０／１００ 



⑹ 介護職員等特定処遇改善加算 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×６３／１０００ 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×４２／１０００ 

⑺ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位×２４／１０００ 

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において⑴から

⑹を算定しない。 

注２ ⑴及び⑵について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２

０人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に９０／１００を乗じる。 

注３ ⑸について、所定単位は⑴から⑷までを算定した単位数の合計。なお、介護職員処

遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までについては令和６年３月３１日までの取扱いとし、

（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、令和４年３月３１日までの取扱いとする。 

注４ ⑹について、所定単位は⑴から⑷までを算定した単位数の合計。算定に当たって

は、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していることを要

件とする。また、イの算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所

において特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定していることを要件とする。なお、

イ又はロのいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。 

注５ ⑺について、所定単位は⑴から⑷までを算定した単位数の合計。算定に当たって

は、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定していることを要

件とする。 

注６ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ

等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。また、「事業所と同一建

物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用

する場合は、支給限度額の算定に当たっては、当該減算前の単位数を算入するものと

する。 

注７ 共生型訪問介護相当サービスにおける障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及

び重度訪問介護従業者養成研修課程修了者等による共生型訪問介護の取扱い 

（２）のイ、ニ及びト以外の研修課程修了者については、65歳に達した日の前日にお

いて、これらの研修課程修了者が勤務する指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護

事業所において、指定居宅介護又は指定重度訪問介護を利用していた高齢障害者に対

してのみ、訪問介護相当サービスを提供できることとする。すなわち、新規の要支援

高齢者へのサービス提供はできない。 

 

2 通所型サービス費 

 ⑴ 通所介護相当サービス費 

イ 通所型サービス費１ １，６７２単位 

（事業対象者・要支援１ １月につき） 

ロ 通所型サービス費／２２ １，６７２単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週１回程度の通所） 

ハ 通所型サービス費２ ３，４２８単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回程度の通所） 



⑵  共生型通所介護相当サービス費 

イ （共生型）通所型サービス費１ １，５５５単位 

（事業対象者・要支援１ １月につき） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定生活介護事業所が

行う場合 

ロ （共生型）通所型サービス費１ １，５８８単位 

（事業対象者・要支援１ １月につき） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所が行う場合・指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定

する指定自立訓練（生活訓練）事業所が行う場合 

ハ （共生型）通所型サービス費１ １，５０５単位 

（事業対象者・要支援１ １月につき） 

※ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５

条第１項に規定する指定児童発達支援事業所が行う場合・指定通所支援基準第６

６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 

ニ （共生型）通所型サービス費／２２ １，５５５単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週１回程度の通所） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定生活介護事業所が

行う場合 

ホ （共生型）通所型サービス費／２２ １，５８８単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週１回程度の通所） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所が行う場合・指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所が行う場合 

ヘ （共生型）通所型サービス費／２２ １，５０５単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週１回程度の通所） 

※ 指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所が行う場

合・指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業

所が行う場合 

ト （共生型）通所型サービス費２ ３，１８８単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回程度の通所） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規定する指定生活介護事業所が

行う場合 

チ （共生型）通所型サービス費２ ３，２５７単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回程度の通所） 

※ 指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業所が行う場合・指定障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業所が行う場合 

リ （共生型）通所型サービス費２ ３，０８５単位 



（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回程度の通所） 

※ 指定通所支援基準第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所が行う場

合・指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所

が行う場合 

⑶ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位（１月につき） 

⑷ 運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき） 

⑸ 若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位（１月につき） 

⑹ 栄養アセスメント加算 ５０単位（１月につき） 

⑺ 栄養改善加算 ２００単位（１月につき） 

⑻ 口腔機能向上加算 

 イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位（１月につき） 

 ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位（１月につき） 

⑼ 選択的サービス複数実施加算 

 イ 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

① 運動器機能向上及び栄養改善 ４８０単位（１月につき） 

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき） 

③ 栄養改善及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき） 

 ロ 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

   運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 ７００単位（１月につき） 

 ⑽ 事業所評価加算 １２０単位（１月につき） 

 ⑾ サービス提供体制強化加算 

  イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

① 事業対象者・要支援１  ８８単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２  ８８単位（１月につき・週１回程度の通所） 

③ 事業対象者・要支援２ １７６単位（１月につき・週２回程度の通所） 

  ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

   ① 事業対象者・要支援１  ７２単位（１月につき） 

   ② 事業対象者・要支援２  ７２単位（１月につき・週１回程度の通所） 

   ③ 事業対象者・要支援２ １４４単位（１月につき・週２回程度の通所） 

  ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

   ① 事業対象者・要支援１  ２４単位（１月につき） 

   ② 事業対象者・要支援２  ２４単位（１月につき・週１回程度の通所） 

   ③ 事業対象者・要支援２  ４８単位（１月につき・週２回程度の通所） 

 ⑿ 生活機能向上連携加算 ２００単位（１月につき） 

  イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位（１月につき）※ ３月に１回を限度

とする 

  ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位（１月につき） 

※ 運動器機能向上加算を算定している場合には、１００単位（１月につき） 

⒀ 栄養スクリーニング加算 

 イ 栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位（１回につき）※ ６月に１回を限度と



する 

 ロ 栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位（１回につき）※ ６月に１回を限度

とする 

⒁ 科学的介護推進体制加算 ４０単位（１月につき） 

 ⒂ 介護職員処遇改善加算 

  イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×５９／１０００ 

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×４３／１０００ 

  ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋所定単位×２３／１０００ 

  ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋（３）の９０／１００ 

  ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）＋（３）の８０／１００ 

⒃ 介護職員等特定処遇改善加算 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×１２／１０００ 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×１０／１０００ 

⒄  生活相談員配置等加算（共生型通所介護相当サービスのみ） 

イ ⑵イからへまでの場合 ５２単位（１月につき） 

ロ ⑵トからリまでの場合 １０４単位（１月につき） 

⒅ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ＋所定単位×１１／１０００ 

 注１ ⑴及び⑵について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に７０／

１００を乗じる。 

 注２ ⑴及び⑵について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数

に７０／１００を乗じる。 

 注３ ⑴及び⑵について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者

に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 

   ① ⑴イ、⑴ロ、⑵イからヘまで  ３７６単位 

   ② ⑴ハ、⑵ニからリまで     ７５２単位 

 注４  ⑶及び⑷における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練

指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する

はり師、きゅう師を対象に含むものとする。 

 注５  ⒂について、所定単位は⑴から⒁までによる算定した単位数の合計。なお、介護

職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までについては令和６年３月３１日までの取扱

いとし、（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、令和４年３月３１日までの取扱いとする。 

注６  ⒃について、所定単位は⑴から⒁までにより算定した単位数の合計。算定に当た

っては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを

要件とする。また、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、サービ

ス提供体制強化加算（Ⅰ）イを算定していることを要件とする。なお、イ又はロの

いずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。 

 注７ 「事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービ

ス（独自）を行う場合」、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介

護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額



管理の対象外の算定項目である。 

 注８  ⒄について、共生型通所介護相当サービス提供日に生活相談員（社会福祉士、精

神保健福祉士等）が１名以上配置され、当該事業所が地域や多世代との関わりを持

つための活動等を行っている場合に算定することができる。 

 注９ ⒅について、所定単位は⑴から⒁までにより算定した単位数の合計。算定に当た

っては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを

要件とする。 

３ 介護予防ケアマネジメント費 

⑴ 介護予防ケアマネジメント費 ４３８単位（１月につき） 

⑵ 初回加算 ３００単位（１月につき） 

⑶ 委託連携加算 ３００単位 

注１ 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援１及び要支援２を対象とする。 

注２ 住所地特例による財政調整においては、１件あたり４３８単位とする。算定にあた

っては、住所地特例対象者の数に４３８単位をかけた金額の支払い・請求により財政

調整を行うものとする。 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

 

 

 

  

※変更する場合のみ記入してください。

備考　記入上の注意事項について、余白に記載すること。

（　　　　年　　月　　日）

　　　　　 　　上記の地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼することを届け出ます。

 （宛先）小樽市長

年　　　月　　　日 

住　所

氏　名
被保険者

 電話番号 　　 　（　　　 　　）

居宅介護支援事業所名 居宅介護支援事業所の所在地  〒　　 －

電話番号　　 　（　　　　）

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等

変更年月日

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

地域包括支援センター名 地域包括支援センターの所在地  〒　　 －

電話番号　　 　（　　　　）

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
※居宅介護支援事業者が介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。

年　　月　　日

住所 〒　　　　－

（　　　　）　　　　－
 電話番号

生 年 月 日

新規 ・ 変更
区　分

被 保 険 者 番 号被 保 険 者 氏 名

ﾌﾘｶﾞﾅ



様式第２号（第１３条関係） 

小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業者(訪問型サービス・通所型サービス)指定・更新申請書 

年  月  日 

 小 樽 市 長  様 

所 在 地 

申請者  名   称 

代表者氏名 

 

介護保険法に規定する第１号事業者（訪問型サービス・通所型サービス）の指定・更新を受けたいので、 

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

  

（注意）

１　　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」「有限会社」

　　等の別を記入してください。

２　　「法人所轄庁」欄は、申請（開設）者が認可等を受けた法人である場合は、その主務行政庁の名称を記入してください。

３　　「実施事業」欄は、今回申請するもの及び既に指定を受けているものについて、該当する欄に「○」を記入してください。

４　　「指定申請をする事業の開始予定年月日」欄は、該当する欄に事業の開始予定年月日を記入してください。

５　　「既に指定を受けている事業の指定年月日」欄は、介護保険法による指定事業者として指定された年月日を記入してください。

６　　「必要書類については、「小樽市介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新申請に係る提出書類一覧」を参照してください。

連 絡 先

代 表 （ 開 設 ） 者 の

住 所

申

請

（
開

設

）
者

フ リ ガ ナ

法 人 の 種 類

連 絡 先

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

名 称

事 業 所 の

所 在 地

　　（〒　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　）

法人の所轄庁

代 表 （ 開 設 ） 者 の

職 ・ 氏 名 ・ 生 年 月 日

　　（〒　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　）

フ リ ガ ナ

事 業 所 の

名 称

医療機関コード

総合事業事業所番号

介護保険事業所番号

付表２

（他区市町村にて既に総合事業の指定を受けている場合）

介

護

予

防

・

日

常

生

活

支

援

総

合

事

業

第

一

号

事

業

１　訪問型サービス

（イ）共生型通所介護相当サービス

（ア）通所介護相当サービス

（イ）共生型訪問介護相当サービス

（ア）訪問介護相当サービス

２　通所型サービス

指

定

・

更

新

を

受

け

よ

う

と

す

る

事

業

所

実施

事業
事業所・施設の種類

電話番号 ＦＡＸ番号

（保険医療機関、保険薬局、老人保健施設等として既に医療機関コードが付番されている場合）

（既に他のサービスで指定又は許可を受けている場合）

　　（〒　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　）

役職名
氏名

フリガナ 生年月日

指定・更新申請をする事業の

開始予定年月日

既に指定を受けている

事業の指定年月日
様式

付表１

電話番号

Ｅｍａｉｌ

ＦＡＸ番号

事業名：

事業名：

事業名：

事業名：

指定を受けている事業の種類

同一所在地において

行 う 事 業

（介護・障害）

（介護・障害）

（介護・障害）

（介護・障害）

有効期間満了日指定年月日実施事業



様式第３号（第１３条関係） 

介護指令第   号 

年  月  日 

事業者名 

 役職  代表者名 様 

 

小 樽 市 長      印  

 

 

事業者指定通知書 

 

 標記の件について、介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定により指定事業者と 

して指定しましたので、通知します。 

 

 

事 業 者 の 名 称  

代表者の職名・氏名  

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 番 号  

事 業 所 の 所 在 地  

指 定 年 月 日  

指 定 の 有 効 期 限  

サ ー ビ ス の 種 類  

 

 

 

  



様式第４号（第１７条関係） 

 

変更届出書 

 

（宛先）小樽市長 

年  月  日 

 

所 在 地 

事業者 名   称 

代表者氏名 

 

 次のとおり、指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

 

介護保険事業者番号           

指定内容を変更した事業所（施設） 

名 称 

所在地 

サ  ―  ビ  ス  の  種  類  

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

１ 事業所・施設の名称 （変更前） 

２ 事業所・施設の所在地 

３ 申請者の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名、住所及び職名 

６ 
定款･寄附行為等及びその登録事項証明書又

は条例等（当該事業に関するものに限る。） 

７ 事業所・施設の建物の構造、専用区画等 （変更後） 

８ 事業所・施設の管理者の氏名及び住所 

９ 運営規程 

10 サービス費の請求に関する事項 

11 その他 

     変 更 年 月 日               年   月   日 

 

 （注意） １ 該当項目番号に○で囲んでください。 

      ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 

  



様式第５号（第１７条関係） 

 

廃止・休止・再開届出書 
 

年  月  日 

 

（宛先）小樽市長 

 

所 在 地 

事業所 名   称 

代表者氏名 

 

次のとおり、事業の廃止（休止・再開）を、届け出ます。 

 

介護保険事業者番号           

廃止（休止・再開）する事業所 

名 称 

所在地 

サ ー ビ ス の 種 類  

休 止 ・ 廃 止 ・ 再 開 の 別 休 止 ・ 廃 止 ・ 再 開 

休 止 ・ 廃 止 ・ 再 開 年 月 日    年   月   日 

休 止 ・ 廃 止 す る 理 由 

 

現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置 

（休止・廃止する場合のみ） 

 

休 止 予 定 期 間 年  月  日 ～  年  月  日 

 

（注意） １ 事業又は施設の廃止又は休止に係る届出にあっては、廃止又は休止の日の１月前までに届け 

      出てください。 

     ２ 事業又は施設の再開に係る届出にあっては、再開の日から 10 日以内に届け出てください。 

 


